
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

計画の推進に向けて 

本計画の計画期間は、平成 26 年度から平成 35 年度までの 10 年間とします。 
なお、国の策定方針に沿って概ね 5 年毎に改定するほか、計画策定の前提となる諸条件に大きな変動

があった場合にも見直しを行います。 
進捗状況や達成状況については、計画の策定（ＰＬＡＮ）、実施（ＤＯ）、評価（ＣＨＥＣＫ）、見直

し（ＡＣＴＩＯＮ）のＰＤＣＡサイクルを適切かつ効果的に運用し、計画の継続的な評価・見直しと新

たな要素を考慮しながら実施していきます。 

区民・事業者・行政の役割 

区民の役割 
①排出抑制 

ごみが出ない製品を選ぶなど、ごみ排出量の削減に努

めます。 

②再使用（リユース） 
不用品等を繰り返し使うよう努めます。 

③再資源化（リサイクル） 
資源をごみに混入させるのではなく、適正な回収ルー

トに排出します。 

④適正排出 
分別を徹底し、ごみ減量と集積所の美化に努めます。 

事業者の役割 
①発生抑制 

ごみが出ない製品の製造や流通、販売などを促進し発生

抑制に努めます。 

②再使用（リユース） 
事業活動に使用する物を繰り返し使うよう努めます。 

③再資源化（リサイクル） 
資源をごみに混入させるのではなく、各個別リサイクル

法を推進します。 

④適正排出 
廃棄物の排出及び処分については、事業者責任による自

己処理に努めます。 

行政の役割 
①区民・事業者への啓発活動 

区民・事業者に対してごみ量の現状やコスト等について情報提供を

行い、ごみ減量化に繋がる啓発活動の充実に努めます。 

②区民・事業者への支援 
区民・事業者に対して、集団回収活動や環境学習を通じて必要な支

援を行います。 

③再資源化（リサイクル） 
区民・事業者がリサイクルするための環境づくりを率先して行いま

す。 

④適正処理 
適正な収集・運搬体制と、中間処理及び埋立処分を推進します。 
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平成 20 年 6 月 21 日、区では地球温暖化問題の現状と防止策の必要性を区民とともに考える「環境サミ

ットｉｎ足立」を開催しました。これをきっかけとして、区民・事業者の地球環境に対する関心が高まり、

環境分野を重要施策として推進しています。 
 また、平成 23 年 3 月 11 日には、東日本大震災が発生しました。「危機に対する備え」の重要性が再認識

され、あわせて電力不足により 23 区中 2 区のみが対象となった計画停電を経験し、地域における持続可能

な社会づくりの大切さを痛感しました。 
このような社会情勢の変化によって、区民のライフスタイルが様変わりし、節電や循環型社会に対する

意識が高まっています。 
平成 18 年度以降、ごみ排出量は減少傾向にありますが、ごみ排出量は景気動向に左右されるとも言われ

ています。種類や処理方法も多様化していることから、中長期的視点で地域との協力関係のもと、一層の

効率的な資源・エネルギーの利用と、ごみの発生抑制や適正な処理が求められています。 
 ごみの発生を抑制し、環境負荷の少ない循環型社会を構築するには、とりわけリデュース（ごみを作ら

ない）、リユース（繰り返し使う）の実践が不可欠です。その上で、更にリサイクル（再資源化する）へと、

区民のライフスタイルそのものの転換を目指していかなければなりません。 
 そこで、区民一人ひとりの生活様式の見直しも含めて、従来の生産・消費・廃棄の社会経済活動の発想

の転換のもと、持続可能な循環型社会の形成が区の目指す姿です。 

第三次足立区一般廃棄物処理基本計画 

概要版 

（平成 26 年度～平成 35 年度） 

大量

生産

大量

消費

大量

廃棄

従来の社会  これからの社会  

持続可能な 

循環型社会 

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
資料１
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タイプライターテキスト



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①集団回収活動の活性化と支援策の拡充 

②資源回収事業者・再資源化事業者の支援 

③資源ごみ買取市における買取品目の拡大 

④区民・事業者・ＮＰＯ等との連携 

⑤家庭ごみ有料化の検討 

⑥事業系ごみ処理手数料の見直し 

43.4  43.4 

4.8

30.0

40.0

50.0

現状値

（平成24年度）

目標値

（平成35年度）

12.9%
7.9%

0%

10%

20%

現状値

（平成25年度）

目標値

（平成35年度）

19.3%
26.6%

0%

15%

30%

現状値

（平成24年度）

目標値

（平成35年度）

 

1人1日あたりの

家庭ごみ排出量 

清掃事業における現状の課題 

発生抑制の課題 
①ライフスタイルやニーズに沿った啓発活

動の継続的な実施 

②リデュースに対する重点的取組み 

区民・事業者・行政の協働による３Ｒに 

基づいた資源循環の課題 

排出抑制の課題 
①消費活動におけるごみ減量の取組み 

②ごみ減量やリサイクルに関わる情報提供

の拡充 

資源化の課題 
①資源化率の向上 

②集団回収活動の活性化 

③分別によるごみ減量の徹底 

収集・運搬の課題 
①効率的な収集・運搬体制の推進 

②「見える化」の実現 

③収集時の環境負荷の低減 

効率的な廃棄物処理における課題 

中間処理の課題 

①適正な中間処理体制 

最終処分の課題 

①最終処分量の減量 

区民・事業者・行政

の協働による資源

循環の推進 

 

３Ｒの徹底による

ごみ減量の推進 

１ 区民・事業者への普及啓発支援の実施 

①ごみ施策の「見える化」の実現 

②適正管理に向けた事業所台帳の作成による事業者

責任の明確化 

③事業用大規模建築物への排出指導 

④ごみ減量やリサイクルに関する意識啓発 

⑤様々なライフスタイルや多言語に応じた啓発活動 

 

２ 資源化への新たな取組み 

①消費活動におけるごみ減量と資源化の取組み 

②家庭ごみからの資源の分別徹底に向けた取組み 

③新たな資源化品目と粗大ごみのリユースの検討 

④資源の持去り対策の強化 

 

環境負荷への配

慮と生活環境の

改善に向けた適

正な廃棄物処理 

①不法投棄対策の強化と生活環境の保全に関する条例

による生活環境の改善 

②分別排出指導とごみ集積所の美化 

③効率的な収集・運搬体制の確立 

④低公害車両の導入 

⑤災害廃棄物への対応 

基本方針と具体的な施策・事業 計画期間における目標値 

目標① 

594.3 
ｇ/人・日 480.0 

ｇ/人・日 

現状値 

（平成 24 年度） 

目標値 

（平成 35 年度）

19.2％減 

 

資源化率※ 

目標② 7.3％の増加！ 

※資源化率＝ （資源行政・集

団回収量＋燃やさないごみ・粗

大ごみ資源化量）/家庭ごみ排

出量（区収集事業系ごみ含む）

＋資源行政・集団回収量 

 

燃やすごみに含ま

れる資源化可能物

の割合 

目標③ 5.0％の減少！ 

※燃やすごみに含まれる資源

化可能物の割合の現状値の

み、平成 25 年度実績値 

 

事業系ごみ 

排出量 

（持込ごみ） 

目標④ 

4.8 千ｔ抑制 

10.0％を抑制！ 

※現状のまま推移すれば、平

成 35 年度には 48.2 千 t/年

の排出量が見込まれます。 

（千 t/年） 

※ 

※ 

基本方針１ 

基本方針２ 

基本方針３ 

1 人 1 日 114.3ｇを削減！ 

拡充

新規

新規

拡充

拡充

継続

拡充

拡充

拡充

拡充

新規

継続

継続

継続

継続

新規

拡充

拡充

継続

継続




